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「摂食嚥下障害看護」
認定看護師教育課程

特定行為研修を含む新制度に対応

令和５年度 受講説明会



本日の内容
 認定看護師制度について
 新しい認定看護師制度の特徴
 本学における認定看護師教育の特徴

Ⅰ

Ⅱ  研修の実際(講義、演習、実習のすすめ方）
• カリキュラム、開講日程
• 受講開始後の学習と生活

 令和5年度 受講試験の概要
• 試験日程
• 受講資格と出願準備

Ⅲ  受講生の生活、施設・設備の紹介

15:00頃から30分程度

 小グループによる相談会（参加・退出自由）
修了生との交流



2

日本看護協会の資格認定制度
• 1987年 厚生省「看護制度検討会報告書（21世紀に向けての看護制

度のあり方）」において、専門看護婦、看護管理者の育成が提言されたこと

を契機に、1994年に専門看護師制度、1995年に認定看護師制度、

1998年に認定看護管理者制度が発足

認定看護師制度の目的
特定の看護分野における熟練した看護技術及び知識を用いて、あらゆる場で看護を
必要とする対象に、水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に送り出すこと
により、看護ケアの広がりと質の向上を図ること。

認定看護師の3つの役割
• 個人、家族及び集団に対して、高い臨床推論力と病態判断力に基づき、熟練した
看護技術及び知識を用いて水準の高い看護を実践する。（実践）

• 看護実践を通して看護職に対し指導を行う。（指導）

• 看護職等に対しコンサルテーションを行う。（相談）
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全国で活躍する認定看護師

日本看護協会認定部 2021年12月

認定看護師総計
22,577人



B課程修了者は全国で36名



資格認定制度開始から約25年が経過して

＊これまでのA課程：21分野（2026年度で終了）

日本看護協会は

認定看護師制度の再構築
2020年度 新たな認定看護師制度「B課程」を開始
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1. 特定行為研修を組み込む
• 看護の専門性を基盤とした認定看護師教育に医学的知識をベースにし
た特定行為研修の内容を加えることで、臨床推論力、病態判断力が強
化された骨太の認定看護師の養成が可能になる

２．認定看護分野の再編
• 小児から高齢者まで、複雑化する疾病を抱える人々に対して、急性期から
慢性期医療に幅広く対応できる編成

• 地域へと広がる医療ニーズに貢献できる編成

• ＊看護分野を19分野に統合・再編し2020年度から教育開始

新たな認定看護師制度のポイント



新たな認定看護師制度の目的

＜新たな認定看護師の目的＞

公益社団法人日本看護協会認定看護師制度は、特定の看護分野に
おいて、熟練した看護技術および知識を用いて、あらゆる場で看護を必
要とする対象に、水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に送
り出すことにより、看護ケアの広がりと看護の質の向上を図ることを目的と
する。

「看護業務基準（本会2016改訂）では看護実践は「看護を必要とする
人」を対象として表現していること、地域への看護現場が広がることから、あら
ゆる場で看護を必要とする対象にを加筆



新たな認定看護師の定義と役割

＜新たな認定看護師の定義と役割＞

認定看護師とは、本会認定看護師認定審査に合格し、ある特定の認定看護分野において、
熟練した看護技術と知識を有することが認められた者をいい、次の各号の役割を果たす。

1. 特定の看護分野において、個人、家族及び集団に対して、高い臨床推論力と
病態判断力に基づき、熟練した看護技術および知識を用いて水準の高い看護
を実践する（実践）

2. 特定の看護分野において看護実践を通して看護職に対し指導を行う（指導）

3. 特定の看護分野におい、看護職等に対しコンサルテーションを行う（相談）

• 現在の認定看護師教育に特定行為研修を組み込むことにより、実践力が強化されるこ
とを表現するために高い臨床推論力と病態判断力に基づき、と加筆。

• 相談に対しては、現行の認定看護師が多職種にも相談を受けている実績と今後の地
域への参画から、医療職以外にも対象が増えることに鑑みて、看護職等と表現。



新たな認定看護師の資格の名称



本学認定看護師教育課程カリキュラムの全体像

特定行為区分別科目

受講生の自施設または本学の協力施設

摂食嚥下障害看護

実習

集合研修/実習

Eラーニング＆集合研修/実習

B課程と特定行為の
共通科目

講義と演習

医師および特定行為が
できる看護師が指導

本学の協力施設
摂食嚥下障害看護
認定看護師が指導

実習

E-ラーニング

受講生の職場・自宅など

摂食嚥下障害看護
特定認定看護師
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≪茨城県立医療大学認定看護師教育課程の教育理念≫
本課程は、人間の尊重を基本として、豊かな人間性の涵養を
図るとともに、あらゆる場で看護を必要とする対象に、水準の高
い看護実践を提供し自律的に研鑽することができる人材の育
成に寄与します。

本課程の特徴

•課程修了後も、認定審査合格までしっかりサポート
（2年連続合格率100％）

•修了生向けのフォローアップ

•同窓会による修了生間の連携や相談・支援
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受講前に所属施設とご相談いただきたいこと

•研修中の処遇について
• E-learning期間

• 集合研修期間

•特定行為の自施設実習について

•資格取得後に期待されている自施設での役割


